
○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
四
十
条
の
三
及
び
別
表
第
四
号
の
三
の

規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
等
保
守
規
程
の
変
更
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
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年 

 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

鈴
木 

淳
司 

 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
別
表
第
四
号
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
変
更
認
定
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
無
線
設
備
等
の
点
検
そ
の
他
の
保
守
を
行

う
組
織
の
概
要
の
変
更
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

最
高
責
任
者
の
氏
名
又
は
役
職
の
変
更 

二 

無
線
設
備
等
の
点
検
を
行
う
者
の
変
更
（
員
数
が
減
少
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
条
件
（
無
線
設
備
の
機
器
の
試
験
、
調
整
又
は
保

守
の
業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に
つ
い
て
無
線
設
備
等
保
守
規
程
で
別
途
定
め
て
い
る
場
合
は
そ
の
年
数
に
適
合

し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
に
変
更
す
る

場
合
に
限
る
。
） 

三 

無
線
設
備
等
の
点
検
及
び
点
検
結
果
の
判
定
を
行
う
者
の
変
更
（
員
数
が
減
少
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
法
別
表

第
四
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
知
識
経
験
を
有
す
る
者
又
は
航
空
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
し
、
無



線
設
備
の
機
器
の
試
験
、
調
整
若
し
く
は
保
守
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
変
更
す
る
場
合

に
限
る
。
） 

四 

無
線
設
備
等
の
点
検
を
行
う
者
及
び
点
検
結
果
の
判
定
を
行
う
者
の
監
督
の
下
に
無
線
設
備
等
の
日
常
保
守
や
電

気
的
特
性
の
デ
ー
タ
取
得
を
行
う
者
の
変
更
（
員
数
が
減
少
し
な
い
場
合
に
限
る
。
） 

 


